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令和２年豊能町議会１２月定例会議会議録（第１号） 

 

年 月 日 令和２年１２月７日（月） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １１名 

       ２番 田中 龍一      ３番 中川 敦司 

       ４番 寺脇 直子      ５番 管野英美子 

       ６番 永谷 幸弘      ７番 井川 佳子 

       ８番 小寺 正人      ９番 秋元美智子 

      １０番 高尾 靖子     １１番 西岡 義克 

      １２番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 １名 長澤 正秀 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  塩川 恒敏      副 町 長  池上 成之 

教 育 長  森田 雅彦      まちづくり調整監  松本真由美 

保健福祉部長  上浦  登      住 民 部 長  大西 隆樹 

都市建設部長  高木  仁      こども未来部長  八木 一史 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  清水 義和 

書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

令和２年１２月７日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 第 ３号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること 

             について 

日程第 ３ 第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における 

             選挙運動の公費負担に関する条例制定の件 

日程第 ４ 第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及 

             び費用弁償に関する条例改正の件 

日程第 ５ 第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等 

             改正の件 

日程第 ６ 第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８回） 

             の件 

日程第 ７ 第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業 

             勘定補正予算（第２回）の件 

日程第 ８ 第７８号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療 

             所施設勘定補正予算（第３回）の件 

日程第 ９ 第７９号議案 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計補 

             正予算（第１回）の件 

日程第１０ 第８０号議案 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定 

             補正予算（第３回）の件 
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開会 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和２年

豊能町議会１２月定例会議を開会いたしま

す。 

  新型コロナウイルス感染症対策で、議員

間の距離を取るため、通常の議席場所から

変更しております。 

  皆様にはマスクの着用をしていただいて

おりますが、発言の際にもマスクの着用の

ままでお願いいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、傍聴者間の距離を取るために、本

会議場の傍聴席には定員２０名のうち５名

の方のみ入っていただき、残りの方につき

ましては音声傍聴の形を取らせていただき

ますので御了承願います。 

  それでは定例会議に当たりまして町長か

ら御挨拶がございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員の皆様、おはようございます。 

  豊能町議会１２月定例会議の開会に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  本当にめっきりと寒さが増してまいりま

した。師走を迎え本年もあと僅かという形

になりました。議員各位の皆様におかれま

しては本当に師走の御多用の中お集まりい

ただきましてありがとうございます。平素

から町政に対して本当に御尽力を賜りあり

がとうございます。 

  さて、本年はもう僅かとなりましたけれ

ども、新型コロナ感染症に始まって終わる

のかと思いながらも、終わる気配は全くな

い状態になってきております。さらなる拡

大が本当に心配されるところでございます

けれども、本町におきましても一昨日です

けれども新たな感染者が発見、出ました。

延べ２１名の方が感染されたということに

なります。注目すべきはこの１１月から１

２月、今日までですけれども、１１名の方

が感染されたということで、本当に急激に

拡大をしているということになります。本

町の皆様方におかれましては本当に当初か

ら感染予防をしっかりとしていただき、そ

して休業要請も従っていただきながら、本

当に市民生活に影響を与えながらもですけ

れども頑張っていただいているところでご

ざいますけれども、今般、やはり大阪市内

でありますとか人が密になるところからの

移動による感染拡大というところが出てき

ておりますので、大阪府におきましてもで

きる限り不要不急の外出を控えるようにと

いうような形の発表になりました。改めて

町民の皆様にお願いを申し上げるところで

ございます。このコロナに関しては学校休

園そして市民生活に多大な影響を与えまし

た。それに伴う経済対策、それから必要な

方々への支援、そして感染予防策、しっか

りと取ってきたつもりでございますけれど

も、さらなる拡大を懸念いたします。いま

一度、私たちの生活、そして感染予防対策

のチェックが必要な時期に来たというよう

に感じております。これから師走に向けて

本当に人が交流をするという機会になりま

す。改めて御注意をぜひお願いを申し上げ

たいと思います。 

  本日提出いたします議案は、人事１件、

条例制定１件、条例改正２件、補正予算の

５件でございます。十分御審議を頂き御決

定賜りますようにお願い申し上げます。開

会に当たりまして御挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり
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でございます。 

  なお、１２月定例会議の会議期間は、本

日から１２月１８日までの１２日間といた

します。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会議の会議録署名議員は、会議規

則第１２３条の規定により、７番・井川佳

子議員及び８番・小寺正人議員を指名いた

します。 

  日程第２「第３号諮問 人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  それでは、第３号諮問、人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることにつきまして

御説明申し上げます。 

  人権擁護委員の任期満了に伴いまして委

員の候補者を推薦したいので、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会に意見

を求めるものでございます。 

  本件は、令和３年６月３０日をもって人

権擁護委員の任期が満了するのに伴い、再

度候補者として法務大臣に対し推薦するも

のでございます。 

  それでは候補者の略歴を御説明申し上げ

ます。別紙略歴表も御覧ください。 

  お名前は向井裕彦さん。御住所は豊能町

吉川１７３番地。生年月日は昭和３１年１

１月２２日でございます。 

  向井さんは平成３０年より人権擁護委員

として人権擁護に幅広く御活躍いただいて

おり、今後も人権擁護委員として適切に対

処いただける方であると存じますので、引

き続きの人権擁護委員に推薦するものでご

ざいます。なお、人権擁護委員の任期は３

年でございます。 

  議員の皆様には御同意を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり適任と認めること

に賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第３号諮問は原案のとおり適任

と認められました。 

  日程第３「第７３号議案 豊能町議会議

員及び豊能町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例制定の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  おはようございます。 

  第７３号議案、豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定の件について御説明させて

いただきます。 

  本件は、公職選挙法の改正に伴い、町村

議会議員選挙及び町村長選挙に係る選挙運

動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、

及び選挙運動用ポスターの作成について、

条例により選挙公営の対象となったため、

これに関し必要な事項を定める条例を新た

に制定するものでございます。 

  それでは、条例の概要について御説明さ
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せていただきます。概要書を御覧ください。 

  本条例につきましては、第２条から第５

条に選挙運動用自動車の使用に関する事項

を、第６条から第８条につきましては選挙

運動用ビラの作成に関する事項を、第９条

から第１１条には選挙運動用ポスターの作

成に関する事項についてそれぞれ規定して

おります。 

  それでは条例の各条文につきまして説明

させていただきます。議案書の３ページを

御覧ください。 

  第１条には条例の趣旨として先ほど申し

上げました条例の概要について規定してお

ります。 

  第２条には選挙運動用自動車の使用の公

費負担として、１人につき６万4,５００円

を上限として、候補者の提出届出日から選

挙期日の前日まで無料で使用できることを

規定しています。 

  第３条には選挙運動用自動車を無料で使

用する場合、契約を締結し、選挙管理委員

会に届出をする必要があることを規定して

います。 

  第４条には選挙運動用自動車の使用に係

る公費の支払について、候補者が契約する

相手により支払金額及び支払方法について

規定しています。第１号として一般乗用旅

客自動車運送事業者、いわゆるタクシー・

ハイヤー事業者との契約の場合、第２号と

して選挙運動用自動車の借入契約、燃料の

供給契約、自動車の運転手との雇用契約に

ついて規定しています。 

  第５条には選挙運動期間中の同一の日に

第４条の第１号・第２号の契約が同時にな

されている場合には、どちらか一方のみが

無料の対象となり、候補者がどちらかを選

択することを規定しています。 

  第６条には選挙運動用のビラについて、

町長選挙につきましては２種類以内の5,０

００枚まで、町議会議員選挙につきまして

は２種類以内の1,６００枚までを上限とし

て無料で作成できる旨規定しています。 

  第７条には選挙運動用自動車と同様にビ

ラの作成についても契約を締結し、選挙管

理委員会に届出をする必要があることを規

定しています。 

  第８条にはビラ作成の支払について、作

成業者に直接支払を行うことを規定してい

ます。 

  第９条には選挙運動用のポスターについ

て、ポスター掲示場の数を上限として無料

で作成できる旨規定しています。ポスター

掲示場の数は、昨年７月に実施しました参

議院議員通常選挙の際は８１か所となって

います。 

  第１０条には自動車、ビラと同様にポス

ター作成について契約を締結し、選挙管理

委員会に届出をする必要があることを規定

しています。 

  第１１条にはビラと同様にポスター作成

の支払について作成業者に直接支払を行う

ことを規定しています。 

  第１２条にはこの条例の規定による処分

等は、豊能町行政手続条例による規定を適

用しないことを規定しています。 

  第１３条にはその他の委任事項について

規定しています。 

  附則についてですが、施行期日としてこ

の条例は公布の日から施行することとし、

適用区分として条例が適用されるのはその

選挙の告示日によることについて規定する

ものです。 

  条例についての説明は以上でございます。

御審議いただき御決定賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第４「第７４号議案 豊能町特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
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に関する条例改正の件」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  第７４号議案、豊能町特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の９ページと概要資料を御覧くだ

さい。 

  本件は、学校医、学校歯科医もしくは学

校薬剤師、または保育所の嘱託医もしくは

嘱託歯科医、その他これらに準ずるものの

報酬の額について定めるものでございます。 

  平成２９年に地方公務員法が改正され、

臨時・非常勤の職員の任用根拠や報酬、給

与等が明確化されるようになりました。本

町におきましても臨時・非常勤職員のすみ

分け、特別職の非常勤職員の任用要件を厳

格化し、会計年度任用職員と特別職の非常

勤職員とに分ける条例改正を行い、令和２

年４月から施行しているところです。とこ

ろが教育委員会部局管轄である学校医等に

ついて、特別職の非常勤ではあるものの報

酬額を明文化していませんでしたのでこれ

を定めるものでございます。 

  また、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行することとしますが、学

校医等は既に任用しておりますので、条例

の規定は令和２年４月１日から適用するも

のでございます。 

  御説明は以上です。御審議いただき御決

定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第５「第７５号議案 豊能町個別排

水処理施設設置及び管理条例等改正の件」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  おはようございます。 

  それでは、第７５号議案、豊能町個別排

水処理施設設置及び管理条例等改正の件に

ついて、提案理由の御説明をさせていただ

きます。 

  議案書の１１ページを御覧ください。 

  本件は、所得税法等の一部を改正する法

律による租税特別措置法の改正等に伴いま

して規定の整備を行うものでございます。 

  続きまして議案書の１２ページ、１３ペ

ージと、あと概要説明資料、新旧対照表も

併せて御覧いただけますでしょうか。 

  改正といたしましては、第１条で豊能町

個別排水処理施設設置及び管理条例の一部

改正を行いまして、第２条で豊能町営住宅

条例の一部改正を行い、第３条で豊能町都

市計画下水道事業受託者負担に関する条例

の一部改正をそれぞれ行うものでございま

す。 

  改正の内容につきましては、所得税法等

の一部を改正する法律による租税特別措置

法の改正等により特例基準割合の名称が延

滞金特例基準割合等の名称に変更改正され、

計算の前提となります割合が新たに平均貸

付割合と規定されたことから、同様の改正

を行うことといたしまして、豊能町個別排

水処理施設設置及び管理条例、豊能町営住

宅条例、豊能町都市計画下水道事業受益者

負担に関する条例の三つの条例の附則にお

きまして、延滞金の割合等の特例として規

定されております、それぞれの条例中にご

ざいます特例基準割合等の文言の整理を行

うものでございます。 

  なお、附則といたしまして、施行日を令

和３年１月１日とし、経過措置といたしま

して改正後の規定は施行日以降の期間に対

応する延滞金について適用し、施行日前の

期間に対する延滞金につきましてはなお従
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前の例によるとするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第６「第７６号議案 令和２年度豊

能町一般会計補正予算（第８回）の件」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  第７６号議案、令和２年度豊能町一般会

計補正予算の件につきまして、その提案理

由の御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページを御覧く

ださい。 

  令和２年度豊能町一般会計補正予算（第

８回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１億4,５１８万円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ９７億6,４９４万3,０００円とする

ものでございます。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、２ページから５ページまでの「第

１表 歳入歳出予算補正」に記載のとおり

でございます。 

  次に第２条といたしまして繰越明許費で

ございます。６ページの「第２表 繰越明

許費」に記載のとおり、吉川中学校プール

吸込配管改修事業につきまして年度内に事

業が完了する見込みがないため繰越しする

ものでございます。 

  次に第３条としまして債務負担行為の補

正でございます。７ページの「第３表 債

務負担行為追加」に記載のとおり、町立ス

ポーツ施設管理委託事業につきまして、令

和２年度から５年度までの債務負担行為を

設定するものでございます。 

  次に第４条といたしまして地方債の補正

でございます。８ページを御覧ください。 

  追加と変更がございますが、まず「第４

表 地方債補正追加」のとおり、１０月の

臨時議会でお認めいただきました小中一貫

校施設整備のうち、実施設計に係る義務教

育施設大規模改造事業債について新たに起

債を発行するものでございます。 

  次に地方債補正変更でございます。９月

議会でお認めいただきました光風台６丁目

緑地災害対策工事のうち一般単独災害復旧

事業に係る起債の限度額を増額するもので

ございます。 

  なお、今回の地方債の補正につきまして

は、義務教育施設、大規模改造事業、災害

復旧事業ともに既に予算措置をしておりま

す事業費に対する財源振替を行うもので、

歳出における事業費自体が増加するもので

はございません。 

  それでは今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

  今回の補正につきましては給与条例の改

正や４月の人事異動に伴う人件費の補正を

行っております。人件費事業につきまして

は説明を省略させていただきますので御了

承願います。 

  最初に歳出について御説明申し上げます。

１９ページをお開きください。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の７．基金管理事業財政調

整基金積立金でありますが、前年度繰越金

の２分の１の金額を積み立てるものでござ

います。 

  同じくふるさとづくり基金積立金であり

ますが、ふるさと寄附金の増額が見込まれ

るため、その増額分をふるさとづくり基金

に積み立てるものでございます。 

  目５・財産管理費、２．普通財産管理事

業でありますが、旧高山教員住宅の解体費



 

 1－8 

用を補正するものでございます。 

  目６・企画費、３．町政ＰＲ事業でござ

いますが、ふるさと寄附金の増額に伴い、

返礼品等の費用を補正するものでございま

す。 

  目１０・防災諸費、２．防災対策事業で

ございますが、ドローン購入に係る費用を

補正するものでございます。 

  目１１・自治振興費、４．自治会運営支

援事業でございますが、新光風台自治会館

女子トイレ改修に要する費用に係る補助金

を補正するものでございます。 

  ２２ページをお開きください。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

１・社会福祉総務費の２．国民健康保険特

別会計事業勘定繰出金事業でございますが、

人件費、事務費に係る費用を国民健康保険

特別会計へ繰出するものでございます。 

  同じく７．障害者自立支援事業でござい

ますが、障害者自立支援給付費の増加に伴

い扶助費を補正するとともに、事業確定に

伴う国への償還金を補正するものでござい

ます。 

  同じく１０．障害者福祉事務事業でござ

いますが、令和３年度の報酬改定に伴う審

査支払システムの改修に係る費用を補正す

るものでございます。 

  同じく１１．障害児福祉事務事業でござ

いますが、障害児通所サービス給付費の増

加に伴い扶助費を補正するものでございま

す。 

  次に目２・老人福祉費の３．介護保険特

別会計事業勘定繰出金事業でございますが、

人件費の減額、介護保険システム改修に係

る国庫補助金の交付に伴い、介護保険特別

会計への繰出金を減額するものでございま

す。 

  同じく４．デイサービスセンター管理事

業でございますが、いきいきデイサービス

センターの空調設備設置に係る指定管理者

への負担金を補正するものでございます。 

  次に目１０・後期高齢者医療費の１．後

期高齢者医療特別会計繰出金事業でござい

ますが、後期高齢者医療システム改修に係

る費用の繰出金を補正するものでございま

す。 

  同じく２．大阪府後期高齢者医療広域連

合負担金事業でございますが、令和元年度

大阪府後期高齢者医療定率負担金の確定に

伴い、精算に係る費用を補正するものでご

ざいます。 

  ２３ページを御覧ください。 

  項２・児童福祉費、目２・児童福祉施設

費の２．吉川保育所管理事業及び４．子育

て支援センター運営事業でございますが、

新型コロナウイルス感染症予防対策に係る

消毒用アルコールなどの購入費用を補正す

るものでございます。 

  次に目４・育成室運営費の２．留守家庭

児童育成室管理事業でございますが、同じ

く新型コロナウイルス感染症予防対策に係

る消毒用アルコールなどの購入費用を補正

するものでございます。 

  ２４ページをお開きください。 

  項３・国民年金費、目１・国民年金事務

取扱費の２．国民年金事業でございますが、

国民年金システムの改修に係る費用を補正

するものでございます。 

  ２５ページを御覧ください。 

  款４・衛生費、項１・保健衛生費、目

１・保健衛生総務費の３．国民健康保険特

別会計診療所施設勘定繰出金事業でござい

ますが、人件費に係る費用の繰出金を補正

するものでございます。 

  ２６ページをお開きください。 

  項２・清掃費、目１・塵芥処理費、５．

ごみ収集事業でございますが、清掃職員用

兼災害時避難者対策用シャワーブース設置
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に係る費用を補正するものでございます。 

  ２７ページを御覧ください。 

  款６・農林水産業費、項１・農業費、目

３・農業振興費の３．農業振興事業でござ

いますが、新規就農者に対する農業用機械

等の購入補助金及び新規青年就農者に対す

る給付金に係る費用を補正するものでござ

います。 

  ３０ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の５．学校教育充実事業でご

ざいますが、ＧＩＧＡスクール構想におけ

るサポーター配置支援及び通信機器の整備

に係る費用を補正するものでございます。 

  ３１ページを御覧ください。 

  項３・中学校費、目１・学校管理費の２．

中学校管理事業でございますが、吉川中学

校プール吸込配管改修に係る費用を補正す

るものでございます。 

  ３２ページをお開きください。 

  項４・幼稚園費、目１・幼稚園管理費の

４．ふたば園管理事業でございますが、新

型コロナウイルス感染症予防対策に係る消

毒用アルコールなどの費用を補正するもの

でございます。 

  ３４ページをお開きください。 

  款１１・災害復旧費、項２・公共土木施

設災害復旧費、目２・公園施設災害復旧費

でございますが、光風台６丁目緑地の災害

復旧事業につきまして地方債を充当するた

め財源振替を行うものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に歳入について御説明申し上げます。 

  １２ページへお戻りください。 

  まず、款１５・国庫支出金、項１・国庫

負担金、目１・民生費国庫負担金、節１・

社会福祉総務費国庫負担金の２．障害者自

立支援給付費等国庫負担金でございますが、

歳出のところで御説明申し上げました障害

者自立支援事業の給付に係る国庫負担金で

ございます。 

  同じく３．障害児施設措置費給付費等国

庫負担金でございますが、歳出のところで

御説明申し上げました障害児通所支援等事

業の給付に係る国庫負担金でございます。 

  次に項２・国庫補助金、目１・総務費国

庫補助金、節４・防災諸費国庫補助金でご

ざいますが、歳出のところで御説明申し上

げましたドローン購入に係る国庫補助金で

ございます。 

  次に、節６・財産管理費国庫補助金でご

ざいますが、歳出のところで御説明申し上

げました高山教員住宅の解体費用に係る国

庫補助金でございます。 

  次に、目２・民生費国庫補助金、節１・

社会福祉総務費国庫補助金でございますが、

歳出のところで御説明申し上げました審査

支払システム改修に係る国庫補助金でござ

います。 

  次に、節６・後期高齢者医療費国庫補助

金でございますが、歳出のところで御説明

申し上げました後期高齢者医療システム改

修に係る国庫補助金でございます。 

  １３ページを御覧ください。 

  目３・衛生費国庫補助金、節６・塵芥処

理費国庫補助金でございますが、歳出のと

ころで御説明申し上げました清掃職員用兼

災害時避難者対策用シャワーブース設置に

係る国庫補助金でございます。 

  目４・農林水産業費国庫補助金、節２・

農業振興費補助金でございますが、歳出の

ところで御説明申し上げました新規就農者

に対する農業用機械等の購入補助金に係る

国庫補助金でございます。 

  目６・教育費国庫補助金、節１・事務局

費国庫補助金でございますが、歳出のとこ

ろで御説明申し上げましたＧＩＧＡスクー

ル構想に係る国庫補助金でございます。 
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  項３・国庫委託金、目２・民生費国庫委

託金、節２・国民年金事務取扱費国庫委託

金でございますが、歳出のところで御説明

申し上げました国民年金システム改修に係

る国庫委託金でございます。 

  １４ページをお開きください。 

  款１６・府支出金、項１・府負担金、目

２・民生費府負担金、節１・社会福祉総務

費府負担金の２．障害者自立支援給付費等

府負担金でございますが、歳出のところで

御説明申し上げました障害者自立支援事業

の給付に係る府負担金でございます。 

  次に、３．障害児施設措置費給付費等府

負担金でございますが、歳出のところで御

説明申し上げました障害児通所支援等事業

の給付に係る府負担金でございます。 

  項２・府補助金、目２・民生費府補助金、

節７・児童福祉施設費府補助金でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げまし

た吉川保育所、子育て支援センター、留守

家庭児童育成室、ふたば園の新型コロナウ

イルス感染症予防対策に係る府補助金でご

ざいます。 

  次に、目５・農林水産業費府補助金、節

２・農業振興費府補助金でございますが、

歳出のところで御説明申し上げました新規

青年就農者に対する給付金に係る府補助金

でございます。 

  次に、目８・教育費府補助金、節１・事

務局費府補助金でございますが、歳出のと

ころで御説明申し上げましたＧＩＧＡスク

ール構想に係る府補助金でございます。 

  １５ページを御覧ください。 

  款１８・寄附金、項１・寄附金、目１・

一般寄附金、節２・ふるさと寄附金でござ

いますが、ふるさと寄附金の増額が見込ま

れるため増額するものでございます。 

  款１９・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整として7,０２３

万7,０００円を減額するものでございます。 

  目３・ふるさとづくり基金繰入金でござ

いますが、歳出のところで御説明申し上げ

ました町政ＰＲ事業に対して繰入れを行う

ものでございます。 

  １６ページをお開きください。 

  款１９・繰入金、項２・特別会計繰入金、

目１・介護保険特別会計事業勘定繰入金で

ございますが、保険料軽減に対する繰入金

の精算に伴う繰入れを行うものでございま

す。 

  款２０・繰越金、項１・繰越金、目１・

繰越金でございますが、前年度からの繰越

金の確定に伴うものでございます。 

  １７ページを御覧ください。 

  款２２・町債でございますが、８ページ

の「第４表 地方債補正」で申し上げたと

おりでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第７「第７７号議案 令和２年度豊

能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予

算（第２回）の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  それでは、第７７号議案、令和２年度豊

能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予

算（第２回）について、提案理由の御説明

を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  令和２年度豊能町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算（第２回）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４

３０万2,０００円を増額し、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれ２９億7,４６１

万5,０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出から御説明させていただ

きます。 

  お手元の補正予算書７ページをお開き願

います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の人件費事業６５万円につ

きましては、給与条例の改正に基づく手当

の改定及び人事異動に伴う所要額等につき

まして給与費の補正をするものでございま

す。 

  ２．国民健康保険事務事業１９６万5,０

００円につきましては、所得税に係る税制

改正への対応等のため国保システムの改修

を行うものでございます。 

  款１・総務費、項２・徴収費、目１・賦

課徴収費の国民健康保険料賦課徴収事業３

８万7,０００円につきましては、コンビニ

収納及び口座振替受付サービスの取扱手数

料等について補正するものでございます。 

  款８・諸支出金、項１・償還金及び還付

金、目１・一般被保険者保険税還付金１３

０万円につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響により収入が減少するなど

した世帯に対する保険料減免が増加したた

め補正するものでございます。 

  続きまして歳入の御説明をさせていただ

きます。 

  お戻りいただきまして６ページをお願い

いたします。 

  款５・府支出金、項１・府補助金、目

２・保険給付費等交付金の３１９万9,００

０円につきましては、先ほど歳出で申し上

げました国保システムの改修及び保険料の

減免に要する費用について特別調整交付金

として交付されるものでございます。 

  款６・繰入金、項１・他会計繰入金、目

１・一般会計繰入金の１１０万3,０００円

は、職員給与費及び賦課徴収費につき一般

会計から繰り入れるものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第８「第７８号議案 令和２年度豊

能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定

補正予算（第３回）の件」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  それでは、第７８号議案、令和２年度豊

能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定

補正予算（第３回）について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

  今回の補正は人件費事業によるものでご

ざいます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２

５万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１億2,１０４万2,０００円

とするものでございます。 

  それでは歳出より御説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開き願

います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の人件費事業２５万円につ

きましては、給与条例改正に基づく手当の

減額改定及び人事異動に伴う所要額等につ

きまして給与費を補正するものでございま

す。 

  続きまして歳入の御説明をさせていただ

きます。 

  ５ページをお開き願います。 

  一般会計繰入金２５万円につきましては

人件費分を一般会計から繰入れするもので
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ございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第９「第７９号議案 令和２年度豊

能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  それでは、第７９号議案 令和２年度豊

能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

  今回の補正は法改正に伴うシステム改修

に係る補正でございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４

５９万1,０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５億6,９９０万7,

０００円とするものでございます。 

  それでは歳出より御説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開き願

います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の後期高齢者医療事務事業

４５９万1,０００円につきましては、所得

税に係る税制改正への対応及び保険料均等

割軽減特例の見直しに伴うシステム改修に

係る費用を補正するものでございます。 

  続いて歳入の説明をさせていただきます。 

  ５ページをお開きください。 

  款３・繰入金、項１・一般会計繰入金、

目１・事務費繰入金の高齢者医療制度円滑

運営事業等繰入金は、先ほど歳出で御説明

させていただきましたシステム整備費用に

ついて一般会計から繰入れするものでござ

います。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１０「第８０号議案 令和２年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算

（第３回）の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  それでは、第８０号議案、令和２年度豊

能町介護保険特別会計事業勘定補正予算

（第３回）について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,

５５８万3,０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出予算それぞれ２５億2,

９１５万7,０００円とするものでございま

す。 

  それでは歳出より御説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書９ページをお開き願

います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の１．人件費事業１００万

円につきましては、人事異動等に伴う所要

額につきまして、給与費を補正するもので

ございます。 

  ２の介護保険事務事業１９３万1,０００

円につきましては、制度改正に伴う介護保

険システムの改修に係る費用を補正するも

のでございます。 

  １０ページの款４・地域支援事業費、項

１・介護予防生活支援サービス事業費及び

下段の項２・一般介護予防事業費の各事業

については国庫補助金を充てるため財源振

替を行うものでございます。 
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  １１ページの項３・包括的支援事業費、

任意事業費の人件費事業３２０万円につい

ては、人事異動等に伴う補正を行うもので

ございます。 

  １２ページの款５・基金積立金、項１・

基金積立金、目１・介護給付費等準備基金

積立金の7,７８３万7,０００円につきまし

ては、前年度介護保険料の余剰分を基金に

積み立てるものでございます。 

  款７・諸支出金、項２・繰出金、目１・

一般会計繰出金１万5,０００円につきまし

ては、前年度の繰入金の過不足を精算する

ものでございます。 

  次に歳入の御説明をさせていただきます。 

  お戻りいただきまして６ページをお開き

願います。 

  款１・保険料、項１・介護保険料、目

１・第１号被保険者保険料は、次の国庫補

助金の交付による財源調整及び包括的支援

事業の人件費の減額相当分について補正す

るものでございます。 

  款３・国庫支出金、項３・国庫補助金、

目３・包括的支援事業等費交付金は、同事

業の人件費減額相当分について補正するも

ので、目４・介護保険事業費国庫補助金は、

介護保険システムの改修費に関する国から

の補助金を、そのほか目５・保険者機能強

化推進交付金及び目６・介護保険保険者努

力支援交付金について、それぞれ計上する

ものでございます。 

  款５・府支出金、項２・府補助金から、

次の款６・繰入金、項１・一般会計繰入金

の目４・その他一般会計繰入金、職員給与

費等繰入金までは、人件費に係る補正を、

また、一般会計繰入金のうち事務費繰入金

については、介護保険システムの改修費に

ついて補正するものでございます。 

  款８・繰越金、7,７８５万2,０００円に

つきましては前年度決算における繰越金で

ございまして、歳出で説明いたしました基

金に積み立てる財源及び繰出金に充てるも

のでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  提案理由の説明は以上で終了いたします。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、１２月８日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午前１０時１５分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

第 ３号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における選挙運動の公 

       費負担に関する条例制定の件 

第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

       関する条例改正の件 

第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等改正の件 

第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８回）の件 

第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第２回）の件 

第７８号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補 

       正予算（第３回）の件 

第７９号議案 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算 

       （第１回）の件 

第８０号議案 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第３回）の件
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ７番 

 

        同    ８番 

 

 

 

 


